
   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。 

 なお、持分９分の２については、「表題部所有者として登記すべき者がない

（令和元年法律第１５号第１４条第１項第４号イ）」として登記を行う予定で

す。 

 

  令和８年３月１３日 広島法務局尾道支局 登記官 山 本 勝 宏 

 

記 

 

１ 手続番号 

第２４０３－２０２５－０００５号 

 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

三原市宗郷五丁目３６５７番 

 

３ 地目 

  山林 

 

４ 地積 

３６㎡ 


